
品川区特別支援教育就学奨励費支給要綱

制定 平成３年３月22日 教育長決定 

改正 平成４年３月25日 

平成４年10月21日 

平成11年６月25日 

平成14年５月27日 

平成19年６月29日 

平成25年６月７日       要綱第15号 

平成31年２月28日       要綱第４号 

令和３年５月24日       要綱第５号 

（目的）

第１条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和29年６月１日法律第

144号）の趣旨に則り、特別支援教育就学による保護者の経済的負担を軽減するため、

その負担能力の程度に応じて、必要な特別支援教育就学奨励費（以下、「奨励費」とい

う。）を支給し、もって特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。 

（支給対象者と支給費目）

第２条 奨励費の支給対象者は、品川区立小学校、中学校または義務教育学校に在籍する

学校教育法施行令第22条の３に規定する障害の程度に該当する児童・生徒の保護者で、

原則として、品川区就学援助費支給要綱（昭和54年８月６日制定）に基づき認定された

者を除き、次の各項のいずれかに該当するものとし、支弁区分による支給費目は次のと

おりとする。 

支弁区分 対  象  要  件 支給費目 

Ａ 

所得要件 

収入額（住民税課税方式準拠）が需要額（生活保護

基準準拠）の2.5倍未満である 

就学奨励費全費目

Ｂ 

所得要件 

収入額（住民税課税方式準拠）が需要額（生活保護

基準準拠）の2.5倍以上である 

通学費 

職場実習交通費 

（９年生のみ） 

Ｃ 通級（自校以外） ※所得制限なし 通学費 

Ｄ 就学援助費受給者 
職場実習交通費 

（９年生のみ） 



（支給割合）

第３条 奨励費の支給対象者に対する支給費目それぞれの支給割合は、次のとおりとす

る。 

支給費目 支給割合 支給費目 支給割合 

学用品給与費 
就学援助費支給額の 

1/2 
体育実技用具費

就学援助費支給額の 

1/2 

学校給食費 
就学援助費支給額の 

1/2 

新入学学用品費

（入学支度金）

就学援助費支給額の 

1/2 

修学旅行費 
就学援助費支給額の 

1/2 
通学費 

実費 

（Ｂ区分は1/2） 

校外教授費 
就学援助費支給額の 

1/2 
職場実習交通費

実費 

（Ｂ区分は1/2） 

移動教室費 
就学援助費支給額の 

1/2 

義務教育学校 

標準服費 

就学援助費支給額の 

1/2 

（受給申請）

第４条 奨励費の支給を受けようとする者は、就学奨励費申請書（第１号様式または第１

号の２様式）に必要書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。 

（交付決定）

第５条 教育委員会は奨励費の受給申請を受理し、第２条に定める支給対象者と認められ

たときは、支弁区分を決定して、奨励費の交付決定をするものとする。 

（交付決定の通知）

第６条 教育委員会は奨励費の交付決定をした申請者に対して、就学奨励費支弁区分決定

通知書（第２号様式）を通知するものとする。 

（交付方法）

第７条 奨励費は、原則として、申請時に提出する口座振替依頼書（第３号様式または第

３号の２様式）で支給対象者の指定する金融機関に設けている口座に、直接振り込むも

のとする。 

（交付決定の取り消し）

第８条 教育委員会は、奨励費の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、奨励費 の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。 

⑴ 第２条に規定する要件を欠いたとき。 

⑵ 不正の手続きにより奨励費の交付を受けたとき。 

⑶ 奨励費を他の用途に流用したとき。 



⑷ その他申請書の内容に変動があったとき。 

（奨励費の返還）

第９条 奨励費の交付を受ける者が前条の規定により奨励費の交付決定を取り消された場

合において、既に奨励費の交付を受けているときは遅滞なくこれを返還しなければなら

ない。 

（準用）

第10条 この要綱に規定するもののほか奨励費の交付に必要な事項については、品川区補

助金等交付規則（昭和39年４月品川区規則第４号）を準用する。 

（委任）

第11条 この要綱に定めるほか奨励費に関する必要な事項は、教育長が定める。 

付 則

この要綱は、平成３年４月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、平成４年４月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、平成４年11月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、平成11年７月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、平成14年４月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、平成19年４月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、平成25年７月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、平成31年４月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、令和３年６月１日から適用する。 



第１号様式（第４条関係） 



第１号の２様式（第４条関係）・第３号の２様式（第７条関係） 



第２号様式（第６条関係） 



第３号様式（第７条関係）                          




